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今
月
は
、｢
薩
摩
川
内
市｣

の
名
称
が
決

定
し
た
と
き
の
当
時
の
気
持
ち
を
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

　新
市
名
称
が
決
ま
っ
た
と
き
の
気
持
ち
と
、

決
ま
る
前
と
の
気
持
ち
の
変
化
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

市
長��

　
ま
ず
は
、
９
４
９
０
件
と
多
く
の
応

募
が
あ
り
、
多
く
の
市
民
の
方
々
に
関

心
を
持
っ
て
も
ら
え
た
こ
と
を
と
て
も

う
れ
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　
　�

　
そ
し
て
、
改
め
て「
新
市
が
誕
生
す
る

の
だ
」と
い
う
実
感
が
一
気
に
湧
き
ま
し

た
ね
。
同
時
に
、
３
年
間
合
併
協
議
を

行
っ
て
き
た
集
大
成
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。
９
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
民
10
万

人
以
上
が
こ
れ
か
ら「
薩
摩
川
内
市
」と

い
う
名
称
を
名
乗
っ
て
い
く
の
で
す
。

い
よ
い
よ
１
つ
に
な
る
ん
だ
な
と
、
名

称
が
決
ま
る
前
よ
り
一
体
感
を
強
く
感

じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

市
長
と
振
り
返
る

薩
摩
川
内
市
誕
生
20
周
年

vol.
6
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問
合
先

　
１
カ
月
間
の
公
募

を
行
い
、
応
募
総
数

が
９
４
９
０
件
。
そ

の
中
の
応
募
数
上
位

32
点
か
ら
、
新
市
名

称
等
検
討
小
委
員
会

で
21
点
に
絞
り
込
ま

れ
ま
し
た
。
川
薩
地

区
が
地
理
的
に
イ

メ
ー
ジ
で
き
る
、
歴

史
・
文
化
に
ち
な
ん

で
い
る
こ
と
な
ど
を

基
準
に
選
定
さ
れ
、

平
成
15
年
12
月
24
日

に
決
定
し
ま
し
た
。

そ
の
他
候
補

・
さ
つ
ま
市

・
薩
摩
市

・
さ
つ
ま
川
内
市

・
川
薩
市
　
　
な
ど

合併協議の集大成

名
称
決
定
の
経
緯

公
　
　
募

21
点
絞
り
込
み

５
点
絞
り
込
み

名 

称 

決 

定

地域を支える民生委員・児童委員、
主任児童委員および保護司

本庁社会福祉課企画総務Ｇ
（内線 2721）

問
合
先

【民生委員・児童委員、主任児童委員】
　民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から
委嘱された非常勤の地方公務員で、児童委員も兼ねてい
ます。特定の区域を担当し、生活の不安やお金のこと、
子育てや介護、福祉サービスのことなど、困り事につい
て相談対応や支援も行い、住民の立場でまちの福祉を
担っています。
　また、主任児童委員は、上記委員の中から厚生労働大
臣に指名され、児童福祉に関する事項を専門に担当しま
す。特定の区域は担当せず、行政や学校、児童相談所な
どの児童福祉関係機関と連携を図り、児童委員の活動を
援助・協力します。

【保護司】
　保護司は、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱され
た非常勤の国家公務員です。犯罪や非行をした人に対し、
地域における立ち直り支援や再犯防止のための活動を
行っています。その他、地域住民の一人として、地域社
会の安全安心に貢献する
という理念のもと、地域
住民からの相談対応、学
校や地域の防犯活動団体
と連携・支援を行うなど、
幅広く活動しています。

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
に

薩
摩
川
内
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会

連
合
会
主
任
児
童
委
員
部
会
　部
会
長

山や
ま

元も
と

一か
ず

彦ひ
こ

さ
ん

　私
た
ち
主
任
児
童
委
員
は
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て「
身
近
な
大

人
」と
し
て
、
安
心
し
て
生
活
が

で
き
る
よ
う
見
守
り
や
相
談
を
受

け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

　市
内
に
は
26
人
の
主
任
児
童
委

員
が
い
ま
す
。
小
中
学
校
な
ど
を

訪
問
し
、
教
職
員
と
学
校
生
活
に

つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
、
子
ど

も
た
ち
の
困
り
事
に
つ
い
て
適
切

な
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
へ
の「
つ
な

ぎ
役
」と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
地
域
ご
と

に
部
会
を
開
催
し
、
委
員
同
士
の

情
報
交
換
や
小
中
学
校
と
合
同
研

修
会
を
行
い
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に

努
め
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
の

相
談
内
容
は
、
お
聴
き
す
る
こ
と

し
か
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
力

に
な
れ
る
よ
う
活
動
し
て
い
き
ま

す
。　な

お
、
今
年
は
主
任
児
童
委
員

制
度
創
設
30
周
年
に
な
り
ま
す
。

今
後
も
関
係
機
関
と
連
携
し
、
ま

す
ま
す
活
動
が
活
性
化
で
き
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

▲９市町村の協議により
　新市名称が決定
　（平成 15年 12月）
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先
／

本
庁
都
市
整
備
課
都
市
計
画
・

景
観
Ｇ（
内
線
３
４
１
１
）

安
全
で
美
し
い
　薩
摩
川
内
市
の
た
め
に

屋
外
広
告
物
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

屋外広告物の例屋外広告物定義

　外出した際に目にするお店の看板や建物の名称（ロゴ）などの他、はり札や立
て看板、のぼり旗など容易に設置・撤去できる掲出物件などのことをいいます。
何気なく見掛けるまちの中の広告物。まちを彩り、私たちにさまざまな情報を
提供してくれますが、表示にはルールがあります。

①�常時または一定の期間
継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④�看板、立看板、はり紙、
はり札、広告塔、広告板、
建物その他の工作物な
どに表示されたものや
これらに類するもの

①�屋外広告物を｢表示できる場所｣と｢表示できない場所｣があります。
②�場所によって表示できる大きさや高さが異なります。
③�屋外広告物を表示する際は、市の許可が必要です。

④��著しい色あせや塗料の剥がれがあるもの、老朽化して倒壊、落下の恐れ
があるものは設置できません。

⑤�場所に関わらず、表示が禁止されている物件（禁止物件）があります。

場所に関わらず、表示が禁止されている物件（禁止物件）の主な例

※�ご自身の店舗・会社の看板を店舗・会社のある敷地内に設置する際は、屋外広告物の大
きさなどにより手続きが不要となる場合があります。事前にご相談ください。申請の手
続きなど詳しくは市ホームページをご確認ください。

屋外
広告物
とは

ルール
の概要

　本市では、定期的に違反広告
物の指導や撤去を行っています。
特に、毎年９月１日～ 10 日は
国土交通省が設定する屋外広告
物適正化旬間に併せて、国・県・
警察・九州電力㈱・西日本電信
電話㈱と協力し、違反広告物の
指導や撤去を行っています。

　屋外広告物は、台風などの強風や地震の
揺れ、劣化によって落下や倒壊など発生す
る場合があります。定期的な点検、修繕を
行い、通行人などに被害が及
ぶことのないよう十分配慮し
てください。詳しくは市ホー
ムページをご確認ください。

▲市ホーム
　ページ

●�屋外広告物適正化旬間について ●�屋外広告物設置者や管理者の方へ

は
り
札

立
て
看
板

はり紙

は
り
紙

の
ぼ
り
旗

はり紙・横断幕

○○ホーム○
○
ホ
ー
ム

電柱郵便ポスト街路樹道路標識ガードレール道路上の柵

　ルールを無視した屋外広告物の表示は、まちの景観を損なうだけでなく、視界を遮るなど
事故につながることがあります。安全で美しいまちになるよう設置の際には以下のルールを
守りましょう。
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